
 

 

岡山県福祉・介護人材参入促進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、福祉・介護人材の確保の緊急的な支援を図るため、予算の範囲内におい

て、県内の介護福祉士養成施設等を設置する団体、福祉・介護関係職能団体及びその他

知事が適当と認める団体（以下「団体」という。）に対して岡山県福祉・介護人材参入促

進事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、

岡山県補助金等交付規則（昭和４１年岡山県規則第５６号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（補助対象事業及び事業内容） 

第２条 この補助金は、福祉・介護人材参入促進事業（以下「補助事業」という。）を交付

の対象とし、補助事業の内容は、別紙「福祉・介護人材参入促進事業実施要領」のとお

りとする。 

 

（補助金の額） 

第３条 この補助金の交付額は、別表の第１欄に定める区分ごとに、第２欄に定める補助

基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費か

ら当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書（様式第１号）を別に

定める期日までに知事に提出しなければならない。 

 

（交付の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

 (1) 事業の内容の変更（軽易な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなけれ

ばならない。 

 (2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

 (3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速

やかに、知事に報告してその指示を受けなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第６条 補助金の交付の申請をした者は、規則第８条第１項の規定により、補助金の交付

の決定を受けた日から起算して３０日以内に申請の取り下げをすることができる。 

 

（変更交付申請） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、規則第１０条

の規定により補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は補助事業の

中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、変更（廃止又は中止）承認申請書（様

式第２号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

 



 

（軽易な変更） 

第８条 規則第１０条ただし書に規定する知事が別に定める軽易な変更は、次のとおりと

する。 

 (1) 補助対象経費の総額の２０パーセント以内での、各経費間の変更 

 (2) 補助対象経費の総額の２０パーセント以内の減額 

 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業を完了したとき（廃止又は中止の承認を受けたときを含

む。）は、その完了の日から起算して３０日以内、又は補助金の交付の決定があった日の

属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書（様式第３号）を

知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の概算払） 

第１０条 知事は、必要と認めた場合は、補助金を概算払することができる。 

２ 概算払を受けようとする補助事業者は、岡山県財務規則（昭和６１年規則第８号）第

９８条に規定する書類を知事に提出しなければならない。 

３ 知事は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、概

算払を行うものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第１１条 補助事業者は、事業の執行状況及びその収支について、一切の状況を明らかに

する帳簿その他関係書類を整備し、補助事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受

けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しなければなら

ない。 

 

（報告及び検査等） 

第１２条 知事は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して報告を求め、若しく

は事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員により帳簿その他の関係書類を検

査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２１年６月９日から施行し、平成２１年度分の事業から適用する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行し、平成２４年度分の事業から適用する。 

  附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度分の事業から適用する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成３０年度分の事業から適用する。 

  附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度分の事業から適用する。 



 

別表 

１ 区分 ２ 補助基準額 ３ 対象経費 

福祉・介護人材参入促進事業 

① 福祉・介護の仕事広報啓

発(対象：養成施設) 

１養成課程あたり 

２，０００千円 

 

 

事業の実施に必要な経費

で次に掲げるもの 

 

報酬、給料、職員手当等、

共済費、賃金、報償費、旅費、

需用費(消耗品費、燃料費、

食糧費、印刷製本費)、役務

費（通信運搬費、広告料、手

数料、保険料）、委託料、使

用料及び賃借料、補助金（入

学金、受講料に限る） 

② 福祉・介護セミナー  

(1) 介護力アップセミナー １回あたり３１２千円（注） 

(2) 福祉・介護サービスチャ

レンジセミナー 

１回あたり１５６千円（注） 

(3) チャレンジド就職支援

セミナー 

１回あたり４６８千円（注） 

③ 留学生に対する日本語学

習支援等（対象：養成施

設） 

 

 

留学生１名あたり１００千

円に在学月数を乗じた額を

１２月で除した額（１円未満

の端数は切り捨てる） 

 

注１ 福祉・介護人材参入促進事業に係る各研修を養成施設以外の会場を借り上げて実施

する場合、研修１日あたり１８５千円を加算する。 

 ２ 対象経費のうち食糧費は、セミナー講師にかかるもののみとする。 



 

別紙 

 

福祉・介護人材参入促進事業実施要領 

 

１ 事業の目的 

  別表に定める養成施設等又は学校（以下「養成施設等」という。）に専門員を配置して、

中学校、高校等を訪問し、福祉・介護の仕事の魅力を伝達し、将来的な福祉・介護の仕

事の選択を促すよう相談・助言及び指導等を行うとともに、養成施設等が受け入れた留

学生に対しては国内定着を促すための支援・指導を実施し、さらに養成施設等及び福祉・

介護関係職能団体等において、小学生から大学生、高齢者や主婦等の一般の方を対象に、

年齢等に応じた進路・就業相談や福祉・介護の仕事の大切さと魅力を伝えるためのセミ

ナー等を実施することにより、将来に渡って福祉・介護人材の安定的な参入促進を図る

ことを目的とする。 

 

２ 事業の内容 

 (1) 実施主体 

   県内の養成施設等を設置する団体及び福祉・介護関係職能団体等 

 (2) 事業内容 

  ① 福祉・介護の仕事広報啓発 

    養成施設等が相談、助言及び指導等を行う専門員を配置し、次に掲げる事業を実

施する場合に、費用の一部を助成する。ただし、養成施設等が当該養成施設等のＰ

Ｒだけを行う場合には、助成の対象としない。 

   ア 中学校、高校等を訪問し、福祉・介護の仕事やその魅力を紹介する事業 

   イ 中・高校生やその家族、教員の相談に応じ、助言・指導を行う事業 

   ウ 高齢者、主婦層、転職者等地域住民の福祉・介護やその仕事に関する理解と認

識を深めるための意識啓発に係るイベント、説明会等を開催する事業 

   エ 国内のほか、現地教育機関等からの情報収集や現地における留学予定者に対す

る合同説明会の開催等、留学生を確保するため、福祉・介護の仕事をＰＲする事

業 

  ② 福祉・介護セミナー 

    養成施設等又は福祉・介護関係職能団体等が次に掲げるセミナーを開催する場合 

に、費用の一部を助成する。 

ア 介護力アップセミナー 

     いわゆる「団塊の世代」や主婦層等の知識・能力を活かして、福祉・介護分野

への参画を進めるためのセミナー 

   イ 福祉・介護サービスチャレンジセミナー 

     生徒、学生やその保護者をはじめ、広く地域住民に対し、福祉・介護サービス

の意義や重要性及び福祉・介護の仕事の内容や魅力・やりがいを理解してもらう

ためのセミナー 

   ウ チャレンジド就職支援セミナー 

     福祉・介護分野への就労を希望する障害のある人の就労を支援するためのセミ

ナー 

  ③ 留学生に対する日本語学習支援等 



 

    留学生を受け入れた養成施設等が、養成課程のカリキュラム外の時間において、

留学生に対し日本語学習（介護現場で使用する専門用語等の学習）支援や介護分野

の専門知識を強化するための指導を行う場合に、費用の一部を助成する。 

 

３ その他 

 (1) 受講者の募集にあたっては、市町村、各種団体等に協力要請を行い、受講者の確保

に努めるものとする。また、多数の受講者が参加しやすいよう、駅前等の会場を借り

上げて実施することができるものとする。 

 (2) 研修の目的、受講者のレベル等を勘案し、実施日数を適宜設定し、実施するものと

する。 

(3) 岡山県福祉人材センター、ハローワーク等と連携し、受講者の募集、就業の斡旋等

を行うものとする。 

 (4) セミナー終了後、受講修了者の就労動向の把握を行うほか、福祉・介護やその仕事

に対するイメージの変化等を問うアンケート等を実施するものとする。 

 

別表 

・社会福祉士及び介護福祉士法第４０条第２項第１号から第３号までの規定に基づき文部

科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校 

・社会福祉士及び介護福祉士法第４０条第２項第１号から第３号までの規定に基づき知事

が指定した養成施設 

 



様式第１号（第４条関係） 

番 号 

  年  月  日 

 

 岡山県知事 殿 

 

所 在 地             

団 体 名             

代表者職氏名             

 

  年度岡山県福祉・介護人材参入促進事業費補助金交付申請書 

 

     年度において岡山県福祉・介護人材参入促進事業費補助金の交付を受けたいの

で、岡山県補助金等交付規則（昭和４１年岡山県規則第５６号）第４条の規定により、関

係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 申請額 金          円 

 

２ 添付書類 

(1) 補助金所要額調書（別紙１） 

(2) 事業計画書（別紙２） 

(3) 補助金支出予定額内訳書（別紙３） 

(4) 歳入歳出予算（見込）書抄本 

(5) その他特に必要と認められる書類 



様式第２号（第７条関係） 

番 号 

   年  月  日 

 

 岡山県知事 殿 

 

所 在 地             

団 体 名             

代表者職氏名             

 

    年度岡山県福祉・介護人材参入促進事業費補助金 

変更（中止又は廃止）承認申請書 

 

     年  月  日付け岡山県指令 第   号で交付決定通知のあった岡山県福

祉・介護人材参入促進事業費補助金について、下記のとおり変更（中止又は廃止）したい

ので、岡山県補助金等交付規則（昭和４１年岡山県規則第５６号）第１０条の規定により、

関係書類を添えてその承認を申請します。 

 

記 

 

１ 変更（中止又は廃止）する事業内容 

 

２ 変更（中止又は廃止）理由 

 

３ 交付を受けようとする補助金の額 

  既 申 請 額  金          円 

  変更申請額  金          円 

  差 額  金          円 

 

４ 添付書類 

(1) 補助金所要額調書（別紙１） 

(2) 事業計画書（別紙２） 

(3) 補助金支出予定額内訳書（別紙３） 

(4) 歳入歳出予算（見込）書抄本 

 (5) その他特に必要と認められる書類 

（注） (1)から(3)については、変更前（上段括弧書）と変更後との二段書きとすること。 



様式第３号（第９条関係） 

番 号 

    年  月  日 

 

 岡山県知事 殿 

 

所 在 地             

団 体 名             

代表者職氏名             

 

    年度岡山県福祉・介護人材参入促進事業費補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け岡山県指令 第   号で交付決定通知（及び    年 

月  日付け岡山県指令 第   号で変更承認通知）のあった岡山県福祉・介護人

材参入促進事業費補助金について、岡山県補助金等交付規則（昭和４１年岡山県規則第５

６号）第１３条の規定により、関係書類を添えてその実績を報告します。 

 

記 

 

１ 精算額 金          円 

 

２ 添付書類 

(1) 補助金精算額調書（別紙４） 

(2) 事業実績書（別紙５） 

(3) 補助金支出済額内訳書（別紙６） 

(4) 歳入歳出決算（見込）書抄本 

(5) その他特に必要と認められる書類 



別紙１

団体名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 単位：円

総事業費
寄附金その他
の収入額

差引額
（Ａ－Ｂ）

対象経費
支出予定額

補助基準額

県補助基本額
Ｃ、Ｄ、Ｅと比較
して少ない方の

額

県補助
所要額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

①福祉の仕事広報啓発

②福祉・介護セミナー

(1)介護力アップセミナー

(2)福祉・介護サービスチャレ
ンジセミナー

(3)チャレンジド就職支援セミ
ナー

③留学生に対する日本語学
習支援等

0 0 0 0 0 0 0

補助金所要額調書

区分

福祉・介護人材参入促進事業

合計



別紙２ 

 

事 業 計 画 書 

 

（団体名：          ） 

 

事業名：福祉・介護人材参入促進事業（①福祉の仕事広報啓発） 

 

１ 専門員 

配置予定者氏名 

（年齢） 
略歴・資格等 

専任・ 

兼任 

の別 

常勤・ 

非常勤 

の別 

（  歳）    

 

２ 事業実施計画 

事業項目 内   容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

 

事 業 計 画 書 

 

（団体名：          ） 

事業名：福祉・介護人材参入促進事業（②福祉・介護セミナー） 

区

分 
セミナー名 対象者 

実施予定 

時期・場所 

予定

人員 
日数 内容 

       

（注）１ 「区分」欄は、介護力アップセミナーは「１」、福祉・介護サービスチャレンジセミナーは

「２」、チャレンジド就職支援セミナーは「３」を記載すること。 

   ２ 「セミナー名」欄は、研修内容を踏まえ、適宜設定して差し支えないものとする。 



別紙２ 

 

事 業 計 画 書 

 

（団体名：          ） 

事業名：福祉・介護人材参入促進事業（③留学生に対する日本語学習支援等） 

１ 補助対象とする留学生 

留学生氏名 国籍 学年 支出予定額（円） その他特記事項 

     

     

     

     

     

     

 

２ 事業実施計画 

事業項目 内   容 

日本語学習関係 

 

 

 

 

 

 

 

介護分野の学習

関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注）留学生毎に学習内容が異なる場合は、分けて記載すること。 



別紙３ 

 

補助金支出予定額内訳書 

 

（団体名：          ） 

事業名：福祉・介護人材参入促進事業（①福祉・介護の仕事広報啓発）  

経費区分 支出予定額 積算内訳 

 円  

合計   

 



別紙３ 

 

補助金支出予定額内訳書 

 

（団体名：          ） 

事業名：福祉・介護人材参入促進事業（②福祉・介護セミナー）  

経費区分 支出予定額 積算内訳 

 円  

合計   

注）３つの区分の各セミナー毎に分けて記載のこと 



別紙３ 

 

補助金支出予定額内訳書 

 

（団体名：          ） 

事業名：福祉・介護人材参入促進事業（③留学生に対する日本語学習支援等）  

経費区分 支出予定額 積算内訳 

 円  

合計   

注）留学生毎に異なる場合は、分けて記載すること。 



別紙４

団体名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 単位：円

総事業費
寄附金その
他の収入額

差引額
（Ａ－Ｂ）

対象経費
実支出額

補助基準額

県補助基本額
Ｃ、Ｄ、Ｅと比
較して少ない
方の額

県補助金
交付決定額

県補助
所要額

県補助金
受入済額

差引
過不足額

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ H I J

①福祉・介護の仕事広報啓発

②福祉・介護セミナー

（１）介護力アップセミナー

（２）福祉・介護サービスチャレンジセミ
ナー

（３）チャレンジド就職支援セミナー

③留学生に対する日本語学習支援等

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区分

福祉・介護人材参入促進事業

合計

補助金精算額調書



別紙５

（団体名　　　　　　　　　　　　　　　）

事業名：福祉・介護人材参入促進事業（①福祉・介護の仕事広報啓発）

事業項目

事 業 実 績 書

内　　　　　　容

（注） 内容には、実施日、日別参加者数（要内訳）を必ず記載のこと。また、内容のわかる
資料を添付のこと。



別紙５

事業名：福祉・介護人材参入促進事業（②福祉・介護セミナー） （団体名　　　　　　　　　　　）

研修名 男性

実施日 女性

実施場所 男性

女性

男性

女性

男性

女性

研修名 男性

実施日 女性

実施場所 男性

女性

男性

女性

男性

女性

（注）

対象者

内容

区分 実施内容

対象者

研修実施後就業把握状況（人）
確認数　Ｂ

就職 就職活動中
福祉・
介護

福祉・
介護

確認中
Ｃ他の

業種
他の
業種

一般・そ
の他

合計

参加者数（人）
Ａ

（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）

障害者

離職者

合計

内容

「区分」欄は、介護力アップセミナーは「１」、福祉・介護サービスチャレンジセミナーは　「２」、チャレンジド就職支援セミナーは
「３」を記載すること。

事　業　実　績　書

不明
Ｄ

離職者

一般・そ
の他

障害者



別紙５

（団体名　　　　　　　　　　　　　　　）

事業名：福祉・介護人材参入促進事業（③留学生に対する日本補学習支援等）

留学生氏名

注）1　留学生毎に記入し、必要に応じて記入枠を追加すること。

  　２　日本語学習の内容及び介護分野の学習の内容について、具体的に記入すること。

事 業 実 績 書

内　　　　　　容



別紙６ 

 

補助金支出済額内訳書 

 

（団体名：          ） 

事業名：福祉・介護人材参入促進事業（①福祉・介護の仕事広報啓発） 

経費区分 支出済額 積算内訳 

 円  

 

合計   



別紙６ 

 

補助金支出済額内訳書 

 

（団体名：          ） 

事業名：福祉・介護人材参入促進事業（②福祉・介護セミナー） 

経費区分 支出済額 積算内訳 

 円  

 

合計   

注）３つの区分の各セミナー毎に分けて記載のこと 



別紙６ 

 

補助金支出済額内訳書 

 

（団体名：          ） 

事業名：福祉・介護人材参入促進事業（③留学生に対する日本語学習支援等） 

経費区分 支出済額 積算内訳 

 円  

 

合計   

注）留学生毎に異なる場合は、分けて記載すること 


